
県
道

道
路
の
種
類

第

四

百

七

十

二

号

令

和

六

年

三

月

一

日

有

穂

中

坪
線

路
線
名

郡
上
市
八
幡
町
市
島
字
五
六
場
二

三
〇
七
番
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
立
光
平
二

三
三
七
番
一
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

(

金
曜
日)

令
和�･�･� 供

用
開
始

の
期
日

令
和�･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

目

次

告

示

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

七
一
ペ
ー
ジ

公

示

○
令
和
六
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施

(

建
築
指
導
課)

七
一

正

誤

○
岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
中
訂
正

(

人

事

課)

七
三

告

示

岐
阜
県
告
示
第
八
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
及

び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
令
和
六
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施

建
築
士
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号)

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
二
級
建
築
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○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
六
年
三
月
一
日



士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
の
で
、
岐
阜
県
建
築
士
法
施
行
細
則(

昭

和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
七
号)

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
ま
す
。

な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
建
築
士
法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岐
阜

県
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
が
行
い
ま
す
。

令
和
六
年
三
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

期
日
及
び
時
間

１

二
級
建
築
士
試
験

学
科
の
試
験

令
和
六
年
七
月
七
日(

日)

午
前
十
時
十
分
か
ら
午
後
五
時
二
十
分
ま
で

設
計
製
図
の
試
験

令
和
六
年
九
月
十
五
日(

日)

午
前
十
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

２

木
造
建
築
士
試
験

学
科
の
試
験

令
和
六
年
七
月
二
十
八
日(

日)

午
前
十
時
十
分
か
ら
午
後
五
時
二
十
分
ま
で

設
計
製
図
の
試
験

令
和
六
年
十
月
十
三
日(

日)

午
前
十
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二

試
験
地

１

二
級
建
築
士
試
験

学
科
の
試
験

各
務
原
市
那
加
桐
野
町
五
―
六
八

東
海
学
院
大
学

東
キ
ャ
ン
パ
ス
本
館

設
計
製
図
の
試
験

各
務
原
市
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
一
―
二
一

岐
阜
県
成
長
産
業
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー

２

木
造
建
築
士
試
験

学
科
の
試
験

各
務
原
市
那
加
桐
野
町
五
―
六
八

東
海
学
院
大
学

東
キ
ャ
ン
パ
ス
本
館

設
計
製
図
の
試
験

各
務
原
市
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
一
―
二
一

岐
阜
県
成
長
産
業
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー

三

受
験
申
込
手
続

１

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み

一�
受
験
申
込
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

令
和
六
年
四
月
一
日(

月)

か
ら
同
月
十
五
日(

月)

ま
で

受
付
開
始
日
の
午
前
十
時
か
ら
受
付
最
終
日
の
午
後
四
時
ま
で

二�
受
験
申
込
方
法

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(https://w

w
w
.jaeic.or.

jp/)

に
お
い
て
、
必
要
な
事
項
を
入
力
し
て
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

２

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
以
外
に
よ
る
受
験
申
込
み

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
が
行
え
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
別
途
受

付
方
法
の
案
内
が
あ
り
ま
す
の
で
、
令
和
六
年
四
月
八
日(

月)

ま
で
に
公
益
財
団
法
人
建
築
技

術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
本
部(

電
話
番
号
〇
五
〇
―
三
〇
三
三
―
三
八
二
二)

ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

四

学
科
試
験
の
免
除

令
和
二
年
以
降
に
実
施
し
た
二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試
験
に
お
い
て
学
科
の
試
験
に

合
格
し
た
者
の
う
ち
、
合
格
年
か
ら
令
和
五
年
ま
で
の
設
計
製
図
の
試
験
の
受
験
回
数
が
二
回
以
内

の
者
は
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
合
格
し
た
試
験
に
係
る
本
年
の
学
科
の
試
験
を
免
除
し
ま
す
。

五

合
格
者
の
発
表

令
和
六
年
十
二
月
五
日(

木)

の
予
定

な
お
、
学
科
の
試
験
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
令
和
六
年
八
月
二
十
六
日(

月)

に
発
表
の
予
定

六

そ
の
他

１

設
計
製
図
の
試
験
の
課
題
は
、
令
和
六
年
六
月
十
二
日(

水)

頃
か
ら
公
益
財
団
法
人
建
築
技

術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(https://w

w
w
.jaeic.or.jp/)

に
お
い
て
公
表
し
ま

す
。

２

受
験
に
際
し
、
身
体
に
障
が
い
が
あ
る
た
め
特
に
何
ら
か
の
措
置
を
希
望
す
る
者
は
、
あ
ら
か

じ
め
受
付
期
間
内
に
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
本
部(

電
話
番
号
〇
五
〇
―

三
〇
三
三
―
三
八
二
二)

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

３

こ
の
試
験
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
東
海

北
陸
支
部(

電
話
番
号
〇
五
二
―
二
六
一
―
六
八
一
六)

又
は
公
益
社
団
法
人
岐
阜
県
建
築
士
会

(

電
話
番
号
〇
五
八
―
二
一
五
―
九
三
六
一)

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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○
正

誤

(
原
稿
誤
り)

令
和
五
年
四
月
一
日
号
外
五�
岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令(

岐
阜
県
訓
令
甲

第
十
二
号)
六
頁
上
段
後
か
ら
七
行
目
中｢

産
業
技
術
課｣

は
、｢

岐
阜
地
域
産
業
労
働
室｣

の
誤
り
。
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令
和
六
年
三
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


